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第  1  章 
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録音録画製品の保護に関する主な法制度

施行日 公布日 管轄行政 概要

著作権法 1991/6/1 1990/9/7 国家版権局
著作物並びに出版、実演、録音・録画、放
送に関し、著作権及びこれに隣接する権
利を定め、その保護を目的とする。

録音録画製品
管理条例

2002/2/1 2001/12/25
新聞出版総署,
文化部、他

録音録画製品の管理強化を目的とし、出版2 、複製
等の事業者の設立要件及び手続きを規定する。

出版管理条例 2002/2/1 2001/12/25 新聞出版総署
出版活動の管理強化を目的とし、出版活動に
関し、出版事業者の設立要件及び手続き並び
に出版物が満たすべき要件を規定する。

録音録画製品
複製管理弁法

1996/2/1 1996/2/1 新聞出版総署
録音録画製品の複製の管理を目的として、『録音録画
製品管理条例』に基づいて、複製事業者の設立要件
及び手続き、複製品の製造の際の義務を規定する。

録音録画製品
輸入管理法

2002/6/1 2002/4/17
文化部、
税関総署

録音録画製品の輸入管理強化を目的として、録音録画
製品の輸入審査及び管理手続きについて規定する。

録音録画製品卸売
り、小売り、
レンタ
ル管理弁法

2006/12/1 2006/10/25 新聞出版総署
録音録画製品の卸売り、小売り、レンタルの管理強化を
目的として、『録音録画製品管理条例』に基づき、卸
売事業者等の設立要件及び手続きについて規定する。

録音録画製品
制作管理規定

2008/4/15 2007/12/26 新聞出版総署
録音録画製品製作の経営活動の管理強化を目的として、
製作事業者の設立及び活動内容の要件を規定する。

文化市場行政
法律執行管理弁法

2006/7/1 2006/3/16 文化部
文化・芸術に関する製品市場の行政管理強化
を目的とし、法律執行機構及び人員の要件並
びに法律執行手続きについて規定する。
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海賊版の対処方法に関するガイドマップ

著作権行政管理部門に
申し立てをする  P29

文化行政管理部門に
申し立てをする  P25

工商行政管理部門に
申し立てをする  P33

行
行
政
申
し
立
て  P25

公安機関に告訴・告発する  P40

民事訴訟する  P51

受理
された

受理
されない

行政処罰  P37 

刑事移送  P49

行政訴訟する  P61

民事訴訟する  P60

取消し

取消されない

取消し

取消されない
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削除通知
を送る  P68

削除
された

削除
されない

著作権行政管理部門に
申し立てをする  P82  

受理
された

行政処罰  P91

刑事移送  P93

警告状
を送る  P74

削除された

民事訴訟をする P94 受理
されない

各対処法のメリット・デメリット
対処法 メリット デメリット

削除通知

①期間が短い

②挙証責任が軽い

③コストが低い

④民事訴訟に「主観的過失」を証明する有

効な証拠を提供することができる。

①適用範囲は、情報保存空間及び検

索、リンクサービスを提供するネット

ワークサービス提供者に限定。

②ネットワークサービス提供者に処

罰を与えることができない。

③権利者が損害賠償を取得できない。

警告

①挙証責任が軽い

②コストが安い

③関連のネットワークサーバプロバイダまたは通信サービ

スを提供する電信企業による権利侵害制止の協力を促す

④行政告発または司法訴訟のための証拠収集となる

①権利侵害ウェブサイトの経営者に

処罰を与えることができない

②権利者が損害賠償を取得することができない

行政告発

①期間が短い

②挙証責任が軽い

③コストが安い

④権利侵害者に与えるダメージが比較的大きい

①受理範囲の制限があり、且つ、権利侵害に当たる

どうかが不明瞭な案件は、行政機関は受理しない。

②権利者が損害賠償を取得することができない

民事訴訟

①権利侵害者に与えるダメージが最も大きい

②損害賠償が取得できる

③他の権利侵害者に対しても警告する効果がある

④発効した勝訴の判決は、その後の権利

紛争解決手続きの基礎となる。

①挙証責任が重い

②期間が長い

③コストが比較的高い

④発効した判決には、執行の問題がある
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律师函

******（公司名称或个人姓名）：

我们，****律师事务所，接受****的委托，就你方所经营的****网站涉嫌侵犯****“****”作品

著作权事宜，现对你方函告如下：

我委托人****是**国著名的电脑游戏研发及运营公司，****是我委托人于**年独立开发的游戏

产品，该游戏产品于**年进入中国公开发行。我委托人对**作品享有著作权。2008年初，我委托人

发现，你方在****网站上页面上多处使用我委托人“****”作品的人物形象及图片，并在该网站上

提供名为****游戏软件的客户端下载，经我委托人比对发现，该游戏软件与我委托人享有著作权的

“****”作品在游戏内容、游戏场景、画面、人物形象、背景音乐等方面都极为相似，你方的上述

行为涉嫌侵犯我委托人 “****”作品的著作权。 

为维护我委托人的合法权益不受侵犯，现我委托人特授权我们郑重要求你方采取如下措施：

1、在收到本律师函七日内，立即停止在你方所运营的****网站上提供与我委托人“****”作品

实质性相似的游戏软件。

2、在收到本律师函七日内，立即停止在你方所运营的****网站页面上使用我委托人“****”作

品中的人物形象、图片、音乐的行为。

请你方在收到本律师函七日内立即采取上述停止侵权的有效措施，或者书面回函你方对此事的态

度。如你方故意拖延或者拒绝回复，我委托人将通过法律途径制止你方的违法行为，并通过法律途

径追究你方侵权行为的法律责任。

本律师函以电子邮件方式送达。

本律师函以EMS方式送达。

本律 函尚未公开。

联系人：****

地址：****  

联系电话：****

E-MAIL：****

                                         ****律师事务所

                                         **年**月**日
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第  ２  章 

中国の著作権制度
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日本 中国

文学的及び美術著作物の保護に関するベルヌ条約 1899年 1992年

万国著作権条約 1956年 1992年

著作権に関する世界知的所有権機関条約（ＷＩＰＯ著作権条約） 2000年
(2002年発効) 2007年

実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約（ローマ条約） 1989年 －

許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約（レコード保護条約） 1978年 －

実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約（ＷＩＰＯ実演・レコード条約） 2002年 2007年

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（ＴＲＩＰＳ協定） 1994年
(1996年発効） 2001年
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第  3  章 

著作権紛争解決制度
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都市 管理部門の名称 告発電話とサイト

北京 北京市版権局 告発電話：010-84251190

北京市知識産権保護通報告発サービスセンター
告発電話：010-12312

サイト：jbts.ipr.gov.cn

上海 上海市版権局 告発電話：021-64670303

上海市知識産権保護通報告発サービスセンター
告発電話：021-12312

サイト：jbts.ipr.gov.cn

重慶 重慶市版権局 告発電話：023-67502722

重慶市知識産権保護通報告発サービスセンター
告発電話：023-12312

サイト：jbts.ipr.gov.cn

大連 大連市版権局 告発電話：0411-83627991

大連市知識産権保護通報告発サービスセンター
告発電話：0411-12312

サイト：jbts.ipr.gov.cn

青島 青島市版権局 告発電話：0532-5842858

青島市知識産権保護通報告発サービスセンター
告発電話：0532-12312

サイト：jbts.ipr.gov.cn

武漢 武漢市版権局 告発電話：027-82788832

湖北省知識産権保護通報告発サービスセンター
告発電話：027-12312

サイト：jbts.ipr.gov.cn

成都 四川省版権局 告発電話：028-87767568

四川省知識産権保護通報告発サービスセンター
告発電話：028-12312

サイト：jbts.ipr.gov.cn

廈門 廈門市版権局 告発電話：0592-5335210

廈門市知識産権保護通報告発サービスセンター
告発電話：0592-12312

サイト：jbts.ipr.gov.cn

広州 広州市作権局 告発電話：020-83376136

広東省知識産権保護通報告発サービスセンター
告発電話：020-12312

サイト：jbts.ipr.gov.cn

深圳 深圳市版権局 告発電話：0755-83699659

深圳市知識産権保護通報告発サービスセンター
告発電話：0755-12312

サイト：jbts.ipr.gov.cn
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年度 処理案件数 調停案件数 比率

2006 10, 344 1, 585 15%

2005 9, 380 1, 174 12.5%

2004 949 136 14.3%

2003 22, 429 1, 173 5%

2002 6, 107 721 11.8%

2001 4, 315 605 14%

2000 2, 277 479 21%
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 各書類の手続き場所
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署名者の代表権限の有無 窓口での手続担当者 必要書類

無 本人 a）～d）

無 代理人 a）～e）

有 代理人 a）、b）、d）、e）
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